
 持続的な経済成長の実現に向け、オープンイノベーションの促進に係る税制上の措置や連結納税
制度の抜本的な見直しを行うとともに、経済社会の構造変化を踏まえ、全てのひとり親家庭の子ども

に対する公平な税制の実現やＮＩＳＡ（少額投資非課税）制度の見直しを行う。あわせて、円滑・適

正な納税のための環境整備等を行う。 

「所得税法等の一部を改正する法律案」について 
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１． 法律案の概要 

個人所得課税 

○ 未婚のひとり親に対する税制上の措置及び寡婦（寡夫）控除の見直し 
・婚姻歴の有無や性別にかかわらず、生計を一にする子（総所得金額等が 48 万円以下）を有す
る単身者について、同一の控除（控除額 35万円）を適用 

○ ＮＩＳＡ制度の見直し・延長 
 ・つみたてＮＩＳＡを５年延長 
 ・一般ＮＩＳＡは、積立・分散投資を促進する観点から見直しを行った上で、５年延長 
 
 
法人課税 

○ オープンイノベーションの促進に係る税制の創設 
 ・事業会社からベンチャー企業への一定の出資に対する所得控除（25％） 

○ 大企業の研究開発税制等の租税特別措置の不適用措置等の見直し（設備投資要件の引上げ） 

○ ５Ｇ導入促進税制の創設 
・全国５Ｇ基地局の前倒し整備及びローカル５Ｇの整備に係る一定の設備投資に対する税額控
除（15％）又は特別償却（30％） 

○ 連結納税制度について、企業グループ内の各法人を納税単位としつつ、損益通算等の調整を
行う仕組み（グループ通算制度）に移行（令和４年４月１日以後開始する事業年度から適用） 

 
 
消費課税 

○ たばこ税の見直し 
 ・軽量な葉巻たばこ（１本１グラム未満）について、最低税率を設定（本数課税への見直し）

し、たばこ税率の引上げにあわせて段階的に引上げ 
 
 
納税環境整備 

○ 消費税の申告期限を延長する特例の創設 

○ 国外財産調書制度等の見直し（加算税の特例等の見直し） 
 
 
期限切れ租税特別措置の延長 

○ 住宅用家屋の所有権保存登記等に係る登録免許税の軽減措置の延長（２年） 

○ 旅行者等が入国の際に携帯等して輸入する紙巻たばこのたばこ税の特例措置の延長（１年） 
 
 
 
２．施行日  令和２年４月１日 


